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税もりトピ 税 もりトピ

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
、
ミ
ニ
バ
イ
ク
（
原
動
機

付
自
転
車
）、
軽
自
動
車
、
小
型

特
殊
自
動
車
お
よ
び
二
輪
の
小
型

自
動
車
を
所
有
ま
た
は
使
用
し
て

い
る
人
に
か
か
る
税
金
で
す
。
６

月
１
日
（
月
）
ま
で
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
継
続
検
査
（
車
検
）
が

必
要
な
軽
自
動
車
お
よ
び
二
輪
の

小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
納
税

通
知
書
に
「
継
続
検
査
用
納
税
証

明
書
」
を
つ
け
て
い
ま
す
の
で
、

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替

（
自
動
振
込
）
を
利
用
の
人
は
、

口
座
振
替
な
ど
に
よ
り
納
付
確
認

後
、
６
月
末
日
に
送
付
し
ま
す
。

　
す
で
に
軽
自
動
車
な
ど
を
譲
渡

し
た
り
、
使
用
し
て
い
な
い
場
合

は
、
表
１
の
と
お
り
廃
車
な
ど
の

手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

減
免
制
度

　
災
害
に
あ
っ
た
人
や
身
体
に
障

が
い
の
あ
る
人
な
ど
は
、
一
定
の

基
準
に
よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど

が
利
用
す
る
軽
自
動
車
に
係
る
軽

自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

表
２
に
該
当
す
る
人
が
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
時
の
必
要
書
類
な
ど
に

つ
い
て
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
申
請
期
限
は
６
月
１
日
（
月
）

で
す
。

問
課
税
課
・
税
政
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

税
の
お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
軽
自
動
車
税
お
よ
び
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

表１

車種 原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車

軽自動車
（軽三輪・軽四輪）

軽二輪（126～250cc）
二輪の小型自動車（251cc以上）

手続き
問い合わせ先

課税課・税政係
℡06-6９９2-1458

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・高槻支所
高槻市大塚町4-20-１
℡050-3816-1841

近畿運輸局
大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12-１
℡050-5540-2058

廃車時に必要なもの

・ナンバープレート
・原動機付自転車申告済証
・印かん
・ 本人確認書類（運転免許証、健康

保険証など）

上記へ問い合わせください

表２

障がいの区分

A B
① 身体障がい者など（本人）が所有し、

運転する場合

左記以外② 身体障がい者などが所有し、常時介護
者が運転する場合

③ 18歳未満の身体障がい者などの家族が
所有し、運転する場合

手帳の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

視覚障害 １～6級 特別～6項症
１～3款症 １～4級 特別～6項症

聴覚障害 2～4・6級 特別～6項症
１款症 2～4級

特別～4項症
平衡機能障害 3・５級 特別～6項症 3級
音声・言語・そしゃく機能障害 3・4級 特別～５項症 3・4級 特別～５項症

上肢不自由
１～6級

特別～6項症
１・2款症

１～3級
特別～6項症

下肢不自由 特別～6項症
１～3款症

特別～3項症
体幹不自由 １～3・５級 特別～4項症
脳病変による運動機能障害 １～6級 － １～6級 －
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の機能障害 １～4級

特別～6項症
１～3級

特別～3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 － －
療育手帳の交付を受けている人 療育手帳を有する人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 精神障害者保健福祉手帳を有する人

納
税
通
知
書
を
発
送

～
軽
自
動
車
税
、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
～

納税通知書

軽
自
動
車
税
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税もりトピ

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在（
賦
課
期
日
）で
、土
地
、

家
屋
、償
却
資
産（
総
称
し
て「
固

定
資
産
」
と
言
い
ま
す
）
を
所
有

し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
る
税
金

で
す
。

　
固
定
資
産
税
を
納
め
る
人
（
納

税
義
務
者
）
と
は
、
原
則
と
し
て

賦
課
期
日
現
在
の
固
定
資
産
の
所

有
者
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
年
の
途
中
で
売

買
な
ど
に
よ
っ
て
所
有
者
が
変

わ
っ
て
も
、
賦
課
期
日
現
在
の
所

有
者
が
納
税
義
務
者
で
す
。

　
ま
た
、
所
有
者
が
賦
課
期
日
前

に
死
亡
し
て
い
る
場
合
な
ど
に

は
、
賦
課
期
日
で
固
定
資
産
を
現

に
所
有
し
て
い
る
人
（
相
続
人
な

ど
）が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

　
都
市
計
画
税
と
は
、
下
水
道
、

街
路
、
公
園
の
整
備
な
ど
、
都
市

計
画
法
や
土
地
区
画
整
理
法
に
基

づ
く
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
費

用
に
充
て
る
目
的
税
で
、
固
定
資

産
税
と
併
せ
て
納
め
て
も
ら
う
も

の
で
す
。

○
免
税
点

　
守
口
市
内
に
お
い
て
同
一
人
が

所
有
す
る
土
地
、
家
屋
、
償
却
資

産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
定
資
産
税
課

税
標
準
額
の
合
計
額
が
次
の
場

合
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
土
地
…
…
…
30
万
円
未
満

▽
家
屋
…
…
…
20
万
円
未
満

▽
償
却
資
産
…
１５０
万
円
未
満

○
納
期
限

第
１
期
…
６
月
１
日
（
月
）

第
２
期
…
７
月
31
日
（
金
）

第
３
期
…
９
月
30
日
（
水
）

第
４
期
…
11
月
30
日
（
月
）

○
減
免
制
度

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
固

　
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し

た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正

　
平
成
28
年
度
か
ら
、
原
動
機
付

自
転
車
、
二
輪
の
軽
自
動
車
、
二

輪
の
小
型
自
動
車
、
小
型
特
殊
自

動
車
の
税
率
が
表
１
の
と
お
り
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

注 

広
報
も
り
ぐ
ち
平
成
26
年
10
月

１
日
号
に
記
載
の
「
平
成
27
年

度
以
降
の
引
き
上
げ
」
は
、
平

成
28
年
度
以
降
に
変
更
と
な
り

ま
し
た
。

　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
な
ど
に

つ
い
て
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
自

動
車
検
査
証
の
初
度
検
査
年
月
が

平
成
27
年
４
月
以
降
の
車
両
は
表

２
の
新
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

注 

初
度
検
査
年
月
が
平
成
27
年
３

月
以
前
の
車
両
は
、
現
行
税
率

の
ま
ま
で
す
（
初
度
検
査
年
月

～
13
年
ま
で
）。

　
平
成
27
年
度
に
お
い
て
新
税
率

が
適
用
さ
れ
る
車
両
は
、
平
成
27

年
４
月
１
日
登
録
、
か
つ
初
度
検

査
年
月
が
平
成
27
年
４
月
以
降
の

車
両
の
み
で
す
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税
の
税
率
変
更

表１

区　　分 税率（年額）
平成27年度まで 平成28年度以降

原動機付
自転車

排気量50cc以下 １,000円 2,000円
50cc超９0cc以下 １,200円 2,000円
９0cc超125cc以下 １,600円 2,400円
ミニカー20cc超50cc以下 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車（125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車（250cc超） 4,000円 6,000円
小型特殊
自動車

農耕作業用 １,600円 2,400円
そのほか（フォークリフトなど） 4,700円 ５,900円

表２

区　　分

税率（年額）
平成27年度～ 平成28年度～

自動車検査証の
初度検査年月が
平成 27 年3月以
前のもの〈現行税率〉

自動車検査証の
初度検査年月が
平成 27 年4月以
降のもの〈新税率〉

経年重課
（初度検査年月
から13年超）

三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用営業用 ５,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円

　
ま
た
、
初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
た
月
か
ら
13
年
を
経
過

し
た
車
両
（
電
気
軽
自
動
車
な
ど

を
除
く
）は
、平
成
28
年
度
か
ら
、

表
２
の
経
年
重
課
の
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課
・
税
政
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

定
資
産
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
が
減
額
ま
た
は

免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・ 

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
扶

助
を
受
け
て
い
る
人
が
所
有
す

る
固
定
資
産

・ 

不
慮
の
災
害
で
納
税
で
き
な
く

な
っ
た
人
が
所
有
す
る
固
定
資

産
・ 

災
害
な
ど
で
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
固
定
資
産

　
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
人
は
、
減

免
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
所
定
の
期
限
内
に
課
税
課
・

土
地
係
・
家
屋
係
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

○�

異
議
申
し
立
て
お
よ
び
審
査
の

申
出

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

賦
課
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き

は
、
市
長
に
異
議
の
申
し
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
固
定
資
産
の
価
格
（
評

価
額
）
に
関
し
て
不
服
が
あ
る
場

合
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
に
審
査
の
申
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
納
税
通
知
書
を
受
け

取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
す
。

問
課
税
課
・
土
地
係
・
家
屋
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４
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税もりトピ 税 もりトピ

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
（「
賦
課
期
日
」
と
言
い

ま
す
）
で
、
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税

さ
れ
る
税
金
で
す
。

　
税
額
は
、
各
資
産
の
評
価
額
を

基
に
算
出
し
ま
す
が
、
土
地
と
家

屋
の
評
価
額
に
つ
い
て
は
３
年
ご

と
に
見
直
す
制
度（「
評
価
替
え
」

と
言
い
ま
す
）
が
取
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
前
回
の
評
価
替
え
は
平
成
24
年

度
で
し
た
の
で
、
今
年
度
（
平
成

27
年
度
）、
平
成
30
年
度
と
３
年

ご
と
に
評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
27
年
度
評
価
替
え
の
概
況

　
宅
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年

１
月
１
日
時
点
の
地
価
公
示
価
格

の
７
割
を
目
途
と
し
、
平
成
26
年

７
月
１
日
ま
で
の
地
価
下
落
の
状

況
を
反
映
し
て
評
価
額
を
見
直
し

て
い
ま
す
。

　
家
屋
に
つ
い
て
は
、
再
建
築
費

　
個
人
市
民
税
・
府
民
税
の
平
成

27
年
度
分
（
平
成
26
年
中
所
得
）

課
税
証
明
書
は
、
６
月
上
旬
ご
ろ

か
ら
発
行
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど

で
給
与
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）

し
て
い
る
人
は
、
５
月
中
旬
ご
ろ

か
ら
発
行
し
ま
す
。

　
証
明
書
の
取
得
を
予
定
し
て
い

る
人
は
、
提
出
先
が
発
行
す
る
説

明
書
な
ど
で
必
要
年
度
を
再
度
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
不
明
な
点
は
、
事
前
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
個
人
市
民
税
・
府
民
税
（
普
通

徴
収
分
）、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の
納
付
書

は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
収
納
が
可
能
で
す
。

　
次
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
利
用
で
き
ま
す
。

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、

ロ
ー
ソ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ー

ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
、
デ
イ

リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
な
ど

　
ほ
か
に
も
、
利
用
可
能
な
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
納
税
課
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

は
、
次
の
納
付
書
は
取
り
扱
い

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
付
は

現
金
の
み
の
取
り
扱
い
に
な
り

ま
す
。

○
納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

○
金
額
を
訂
正
し
た
も
の

○ 

１
枚
の
納
付
書
の
納
付
額
が
30

万
円
を
超
え
る
も
の

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

～
１
８
５
４

ご存じ
ですか

固定資産税
・

都市計画税
～評価替え～（

評
価
対
象
家
屋
と
同
一
の
も
の

を
評
価
の
時
点
で
そ
の
場
所
に
新

築
し
た
場
合
の
建
築
費
で
、
平
成

25
年
７
月
１
日
現
在
の
建
設
資
材

な
ど
の
価
格
が
反
映
さ
れ
ま
す
）

に
建
築
後
の
年
数
の
経
過
に
よ
っ

て
生
じ
る
損
耗
の
状
況
を
反
映
し

て
、評
価
額
を
見
直
し
て
い
ま
す
。

問
課
税
課
・
土
地
係
・
家
屋
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　自動車税の納期限は6月１日（月）です。
納税通知書に記載の金融機関、郵便局、コ
ンビニエンスストア、クレジットカード（イ
ンターネットによる手続き）で納期限まで
に納めてください。
問府自動車税コールセンター
℡0570－0

ふぜいコール
20156

大 阪 府 か ら の お 知 ら せ

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業な
どで市税を納付できない人は利用してください。
夜間　５月28日（木）1９：30まで
休日　５月24日（日）10：00～15：00
 場納税課（市役所１号別館2階）
℡06－6９９2－1852～1854
注 来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関側）を

利用してください。
　 車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨

時駐車場を夜間休日受付出入口（正面玄関側）
の前に設置していますが、駐車台数に限りが
ありますのでご協力をお願いします。

ご確認を！

～個人市民税・府民税、
　　課税証明書の必要年度～

市税の
夜間・休日納付相談

市税の
夜間・休日納付相談

市
税
の

コ
ン
ビ
ニ
収
納
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税もりトピ

　
平
成
25
年
度
末
の
、
府
内
に
お
け

る
府
税
お
よ
び
市
町
村
税
の
収
入
未

済
額
は
９４０
億
円
に
の
ぼ
り
、
税
の
滞

納
圧
縮
は
本
市
に
お
い
て
も
喫
緊
の

課
題
で
す
。

　
そ
の
た
め
、
平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
府
と
本
市

を
は
じ
め
府
内
27
市
町
が
共
同
徴
収

を
開
始
し
、
よ
り
積
極
的
な
滞
納
整

理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
納
税
に

関
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、

今
月
号
で
は
本
市
の
市
税
の
概
要
・

取
り
組
み
状
況
・
滞
納
整
理
の
流
れ

を
、
６
月
号
で
は
、
納
付
案
内
・
納
付

相
談
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
市
税
収
入
の
概
要

　
個
人
市
民
税
と
個
人
府
民
税
は
市

で
合
わ
せ
て
徴
収
し
て
お
り
、
年
税
額

に
占
め
る
割
合
は
個
人
市
民
税
が
約

60
％
、
個
人
府
民
税
が
約
40
％
で
す
。

　

ま
た
、
市
税
で
あ
る
固
定
資
産
税

と
都
市
計
画
税
も
合
わ
せ
て
徴
収
し

て
い
ま
す
。

　
平
成
25
年
度
決
算
に
お
け
る
市
税

収
入
は
、
２１４
億
３
千
５77
万
円
で
歳
入

全
体
の
35
．２
％
を
占
め
、
自
主
財
源

と
し
て
極
め
て
重
要
な
収
入
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
個
人
市
民

税
は
65
億
３
千
１8４
万
円
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
は
合
計
１１２
億
８
千

５33
万
円
で
、
こ
の
３
税
目
で
83
％
を
占

め
て
い
ま
す
。

　
市
税
は
、
社
会
福
祉
や
社
会
保
険

な
ど
、
一
定
割
合
で
市
が
負
担
す
る
よ

う
に
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
費
用
、

ご
み
処
理
費
用
、
道
路
や
公
園
の
整

備
・
維
持
管
理
費
用
、
教
育
関
連
費

用
な
ど
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
日
常
生
活

に
深
く
関
わ
り
の
あ
る
事
業
の
財
源

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
平
成
25
年
度
決
算
に
お
け
る

市
税
の
収
入
未
済
額
は
16
億
１４6
万
円

で
、
こ
の
う
ち
個
人
市
民
税
は
８
億
２

千
34
万
円
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
は
合
計
７
億
３
千
５２０
万
円
で
、
こ

の
３
税
目
で
約
９7
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
25
年
度
決
算
に
お
け

る
市
税
の
滞
納
繰
越
額
（
当
該
年
度

が
収
入
未
済
と
な
り
翌
年
度
に
繰
り

越
さ
れ
た
市
税
総
額
）
を
人
口
１
人

当
た
り
で
み
る
と
１
万
２
千
４０１
円
で
、

大
阪
市
お
よ
び
堺
市
を
除
く
府
内
都

市
平
均
で
あ
る
７
千
6４6
円
に
比
べ
て
４

千
7５５
円
多
く
、
約
１.6
倍
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
本
市
の
貴
重
な
財
源
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
税
負
担
の
公
平
性
を
確

保
す
る
た
め
に
市
税
の
滞
納
繰
越
額

を
減
ら
す
こ
と
が
最
重
要
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

②
市
税
徴
収
の
取
り
組
み
状
況

　
個
人
市
府
民
税
（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
４
月

か
ら
、
１
枚
の
納
付
書
の
納
付
額
が

30
万
円
以
下
の
場
合
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
納
付

環
境
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。
同
年
10

月
か
ら
は
、
納
付
期
限
を
忘
れ
て
未

納
と
な
っ
て
い
る
人
に
納
付
勧
奨
す
る

た
め
、
納
付
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
毎
年
12
月
と
３
月
～
５
月

ま
で
を「
徴
収
強
化
月
間
」と
指
定
し
、

臨
戸
訪
問
や
電
話
に
よ
る
夜
間
催
告

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
は
自
主
納
付

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
納
付
が
な

く
滞
納
が
続
い
た
場
合
は
財
産
を
差

し
押
さ
え
、
こ
れ
ら
の
財
産
を
換
価
・

公
売
す
る
な
ど
滞
納
処
分
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

平
成
25

年
度
の
差

し
押
さ
え

件
数
は
２４０

件
で
、
内

訳
は
表
１
の
と
お
り
で
す
。

③
滞
納
整
理
の
流
れ

　
市
税
の
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付

さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
表
２
の
と
お

り
滞
納
整
理
を
進
め
ま
す
。

（
１
）
督
促
状
発
送

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納

付
が
な
い
場
合
は
、
市
か
ら

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
督
促
手
数
料
と

し
て
80
円
を
上
乗
せ
し
た
納

付
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
催
告
・
財
産
調
査

　

督
促
状
が
送
付
さ
れ
て

も
納
付
が
な
い
場
合
に
は
、

納
付
の
催
告
を
行
っ
た
り
、

差
し
押
さ
え
を
目
的
と
し
た

財
産
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

照
会
先
は
、
金
融
機
関
、
保

険
会
社
、勤
務
先
、取
引
先
、

官
公
庁
な
ど
で
地
方
税
法

お
よ
び
国
税
徴
収
法
の
規
定
に
基
づ

き
本
人
の
事
前
了
承
を
得
る
こ
と
な

く
実
施
し
ま
す
。

　
ま
た
、
社
内
や
家
内
の
財
産
を
見

つ
け
る
た
め
に
捜
索
を
行
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。

（
３
）
差
し
押
さ
え

　
財
産
調
査
で
判
明
し
た
預
貯
金
、

生
命
保
険
、給
与
、不
動
産
、売
掛
金
、

不
動
産
、
車
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
財

産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。
差
し
押
さ

え
た
時
点
で
、
自
ら
使
用
し
た
り
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
特
に
、
納
付
す
る
意
思
が
無
か
っ
た

り
、
分
割
納
付
の
約
束
を
し
て
も
納

付
し
な
い
場
合
は
、
連
絡
す
る
こ
と
な

く
差
し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
。

（
４
）
差
し
押
さ
え
財
産
の
換
価

　
差
し
押
さ
え
た
財
産
は
、
強
制
的

に
金
銭
に
換
え
て
市
税
に
充
当
し
ま
す
。

　
預
貯
金
や
生
命
保
険
な
ど
は
、
市

が
金
融
機
関
や
保
険
会
社
に
対
し
て

解
約
な
ど
の
手
続
き
を
行
い
現
金
化

し
ま
す
。

　
ま
た
、
不
動
産
や
車
な
ど
は
本
市

が
公
売
（
売
却
）
し
ま
す
。

　
本
市
で
は
、
滞
納
整
理
の
推
進
を

１
つ
の
目
的
と
し
て
大
阪
府
域
地
方

税
徴
収
機
構
へ
参
加
し
ま
す
が
、
い
き

な
り
引
き
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
事
前
に

「
引
継
予
告
通
知
書
兼
納
付
（
納
入
）

催
告
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
今
月
か
ら
順
次
送
付
し
ま
す
の
で
、

市
税
の
滞
納
繰
越
額
の
縮
減
に
向
け
、

ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。用

語
の
解
説

○
個
人
市
府
民
税
の
普
通
徴
収

　
市
が
納
税
通
知
書
を
納
税
者
に
交

付
し
、
徴
収
す
る
こ
と

○
個
人
市
府
民
税
の
特
別
徴
収

　
市
税
の
徴
収
に
つ
い
て
便
宜
を
有
す

る
事
業
所
な
ど
が
徴
収
し
、
か
つ
、
そ

の
徴
収
す
べ
き
税
金
を
納
入
す
る
こ
と

○
滞
納
整
理

　
滞
納
と
な
っ
た
租
税
を
徴
収
す
る

た
め
の
事
務
手
続
き
の
総
称

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１
～ 

１
８
５
４

大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
に
参
加
し
ま
す

表１
財産種類 件数（件）
不 動 産 72
預 貯 金 110
給 与 2
保 険 43
そのほか 13
合 計 240

督促状発送 催告・
財産調査 差し押さえ 差し押さえ

財産の換価

表２


